
にふれあうまちづくり

上位政策 06 地球環境にやさしいまち

施策統括課 環境政策課 施策統括課長名 桑原　直人

関連課 環境政策課、管理課

関連する 東久留米市第二次緑の基本計画、東久留米市第二次環境基本計画、東久留米市緑地保全計画

個別計画等
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遺すべき特に貴重な緑

年

地について、適切な手

度

法によりその保全に努

）

める。
・緑地の確保に

に

は財政の負担が生じる

掲
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施策名 14 水と緑



4次長期総合計画における方向性

２　施策の成果指標と実績

No 成果指標 単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度

日頃から身近な自然と触れ合っている市民の
1 ％ 68. 7 66. 1 未把握

割合

2

3

4

5

３　施策内事務事業数と施策のコスト

項目 単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度

本施策を構成する事務事業数 本 12 12 12

トータルコスト 千円 100,296 94,111 100,011

事業費（内書き） 千円 70,004 70,190 74,843

人件費（内書き） 千円 30,292 23,921 25,168

１　施策の概要（第4次長期総合計画（後期：平成28年度～令和2年度）に掲げる事項）
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環境づくり」】

・市内の貴重な財産である水辺環境や緑地等の自然環境を次世代に引き継いでいくために、市民、事業者さらには東京都とも連

携しながら、協働による積極的な緑化と適切な管理に努めていく。
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とまりのある緑地等や

（

現在、向山樹林地とし

4

て維持・管理を行って

～

いる土地を都市計画緑

5
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５　令和3年度に向けた施策方針

【第５次長期総合計画における施策名「水と緑を守り育てる


